
厚生労働大臣の定める掲示事項（１２） 

 

当院では、後発医薬品の使用に積極的に 

取り組んでいます。 

 後発医薬品の採用に当たっては、品質確保・

安全性・安定供給等を院内で検討後、安全な 

製品を採用しております。 

 また、医薬品の供給不足等が発生した場合

に、治療計画の見直し等、適切な対応ができる

体制を整備しております。 

 そのため、医薬品の供給状況によっては、 

投与する薬剤を変更する場合がありますが、 

その際は十分に説明させていただきますので、

ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたし 

ます。 

 ご不明な点がございましたら、主治医又は 

薬剤師にご相談ください。 

病 院 長  

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の 

使用促進について 
 


